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○

同族会社の株式の譲渡

Q:私は同族会社の社長です。相続対策の

一環として私の当社持株の一部を取締役であ

る息子に譲渡することを考えています。この

場合の課税上の取扱いについて教えてくださ

い ◎

全一：

お父様（社長）側

株式の譲渡に対して所得税が課税されま

す。譲渡所得として他の所得と分離し所得

税20％と住民税6％の税率で申告分離さ

れます。同族会社の株式であり上場株式で

はないので、源泉分離課税の選択はできま

せん。譲渡所得の金額は次の算式で計算し

た金額です。他の申告分離課税する株式に

係る損益と通算できます。

※譲渡所得の金額

＝株式の譲渡に－（原価の額十譲渡経費）

係る収入金額

有価証券取引税が、有価証券を譲渡した

場合に譲渡した者に対して課税されます。

譲渡にあたっては有価証券取引書を作成し

納付税額が10万円以下のときは印紙を貼

って納付し、超えるときは譲渡の日の翌日

までに現金により納付します。

息子さん（取締役）側

譲渡価額を相続税評価額未満にすると贈

与税が課税されます。

その他

株式の譲渡承認が必要な場合は、取締役

会での承認が必要です。また、株主名簿の

書換えもしてください。


